橿原市移住支援金申請に係る提出書類

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　申請者氏名　　　　　　　　　　　　　　電話番号　　　　　-　　　　-　　　　　

☆共通部分

【記入が必要な書類】
□①橿原市移住支援金交付申請書（様式第１号）
□②同意書（様式第２号）　　　　　【橿原市用】□移住世帯員全員の滞納がないことを確認した

【世帯主（申請者）の本人確認書類】
□③顔写真がある身分証明書の写し
マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど
　　　　　※顔写真身分証明書がない場合は、健康保険証＋年金手帳等の2種類組み合わせ

【橿原市に転入する直前の１０年間で通算５年以上、東京23区内or東京圏に在住していたことが確認できる書類】 ※橿原市に転入する直前に連続して１年以上、東京23区内or東京圏に在住している必要あり。
□④申請者の世帯全員分の住民票（続柄入り）の写し＜原本＞　※世帯の場合、世帯主の記載があるもの。
　　→橿原市役所の市民窓口課で発行
□⑤戸籍の附票又は住民票除票の写し＜原本＞
　　　※世帯の場合、世帯主の記載がある世帯全員分の住民票除票に限る
　　→戸籍の附票は本籍地(橿原市に転入前の本籍地)の行政機関(市役所等)で発行
　　→住民票除票は前住所地の行政機関（市役所等）で発行

【市税の滞納がないことを確認する書類】
□⑥移住世帯員全員（18歳以上）について、転入前の市町村と橿原市において市税の滞納がないことを証明する書類（直近年度のもの）＜原本＞
　　　転入前の市町村：窓口や郵送で「すべての税目について滞納がないことを証明する書類」の発行を依頼
橿原市：未納がない証明を発行

【審査対象外の書類】
□⑦申請者アンケート



☆東京２３区内に通算５年以上在住でない場合（該当者のみ）
※ 下記のうち、該当するすべての書類を用意してください。

【東京圏のうち条件不利地域以外の地域に在住し、橿原市に転入する直前の１０年間で通算５年以上、東京２３区内の会社で雇用され、雇用保険の被保険者として通勤していたことが分かる書類】
□⑧就業証明書【移住元】（様式第１４号）
→転入前に勤務していた会社で発行
　　　　※移住元での勤務地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認致します。
　　　　※転職等で、複数の東京２３区内の会社での在勤期間を合計して５年以上となる場合は、その全ての会社の証明書が必要です。

【東京圏のうち条件不利地域以外の地域に在住し、橿原市に転入する直前の１０年間で通算５年以上、東京２３区内に法人経営者又は個人事業主として通勤していたことが分かる書類】
□⑨開業届出済証明書及び個人事業等の所得税納税証明書
　　　→税務署で発行　　※移住元での勤務地、在勤期間を確認致します。

【橿原市に転入する直前の１０年間で通算５年以上、東京圏から東京２３区内の大学等へ通学し、東京２３区内の企業等へ就業したことが分かる書類】
□⑩卒業証明書など
　　 →卒業した大学等で発行　　※大学等での在学期間や卒業校を確認致します。
□⑪就業証明書【移住元】（様式第１４号）
　　 →大学等を卒業後に勤務していた東京２３区内の会社で発行
　　　　※大学卒業後の勤務地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認致します。

☆移住先での勤務体系が県内就業・専門人材（該当者のみ）
※「ジョブならnet」の移住支援金対象求人による就業又は専門人材に係る事業を通じた就業、テレワークの場合

【移住後の勤務状況が分かる書類】
□⑫就業証明書【移住先】（様式第１１号）
　  →現在勤務している会社で発行

☆移住先での勤務体系がテレワーク（個人事業主、フリーランス除く（該当者のみ）
□⑬就業証明書【テレワーク】（様式第１２号）

☆移住先での勤務体系がテレワーク（個人事業主、フリーランス（該当者のみ））
□⑭就業証明書【テレワーク】（様式第１２号）
□⑮就業時間の証明書（テレワーク）（様式第１３号）
□⑯業務委託契約書等（テレワークにより移住前の業務を継続して行うことが確認できる書類）
□⑰開業届の写し又は確定申告書の写し（事業内容のわかるもの）
[bookmark: _GoBack]□⑱申請前３か月間において当該テレワーク業務の実態（収入）が確認できる書類（全部又は一部の期間を確定申告書の写しで代替可）

☆関係人口の場合（該当者のみ）
□⑲「支給対象者の要件」のいずれかを満たしていることを確認できる書類の写し
□⑳「地域の担い手確保の要件」のいずれかを満たしていることを確認できる書類の写し

☆移住先での勤務体系が起業（該当者のみ）
【奈良県の起業支援金の交付対象者かを確認する書類】
□⑳奈良県の起業支援金の交付決定通知書の写し
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